
福島県林業・木材産業等振興施設整備事業事務取扱要領 

制定 １ ８ 森 第 ８ ０ ８ 号 

平成１８年８月１７日 

   最終改正 ８ 森 第 ２ ６ ５ 号 

令和８年５月１２日 

 

（趣旨） 

第１ 福島県林業・木材産業循環成長対策交付金の内、林業・木材産業等振興施設

整備事業及び林業経営体育成対策の実施については、次に掲げる要綱等に定めが

あるもののほか、細部の取扱いについてはこの要領によるものとする。 

 (1) 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付要綱 

  （平成 30 年 3 月 30 日付け 29 林政政第 893 号農林水産事務次官依命通知、以

下「国交付要綱」という） 

  (2) 林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領 

  （令和 5 年 3 月 30 日付け 4 林政経第 899 号林野庁長官通知、以下「国実施要

領」という） 

  (3) 林業・木材産業循環成長促進対策交付金の事業評価実施要領 

  （令和 5 年 3 月 30 日付け 4 林政経第 900 号林野庁長官通知） 

  (4) 林業・木材産業循環成長対策交付金の配分基準の考え方 

  （令和 5 年 3 月 30 日付け 4 林政経第 901 号林野庁林政部長通知） 

  (5) 福島県林業・木材産業循環成長対策交付金交付要綱 

  （平成 30 年 6 月 11 日付け 30 森第 712 号、以下「交付要綱」という。） 

  (6) 福島県林業･木材産業等振興施設整備指導要領 

（平成 19 年 5 月 23 日付け 19 森第 4936 号、以下「指導要領」という。） 

(7)福島県林業・木材産業等振興施設整備事業成果確認調査要領 

 （平成 25 年 6 月 4 日付け 25 森第 712 号、以下「成果確認調査要領」とい

う。） 

 

市町村を間接交付事業者として事業を実施する場合 

 

（申請書及び実施計画書の提出） 

第２ 事業実施主体の長は事業実施計画書（様式第２号以下「計画書」という。）

を市町村長に提出する。 

２ 前項の規定による提出を受けた市町村長は、事業を実施する前年度の８月末日

までに承認申請書（様式第１号）に計画書を添付し、所轄の福島県農林事務所長

（以下「所長」という。）に提出する。 

  なお、計画書の取りまとめに当たって、「事業区分」「事業種目」「工種又は

施設区分」は国交付要綱の別表１のとおりとし、県関係機関の助言を受けるとと

もに、林業関係団体との調整を図るものとする。 



３ 所長は提出された計画書の内容を検討し、意見を付して福島県農林水産部長

（以下「部長」という。）に進達する。（様式第３号） 

４ 部長は計画書の内容を確認（林野庁との協議を含む。）し、指示事項等があれ

ば、事業計画協議検討事項調書（様式第４号）にまとめる。 

 

（交付金額の割り当て内示） 

第３ 国から交付金の割り当て内示を受けた部長は、予算の範囲内で所長に対し、

交付金の割り当て内示を行うものとする。（様式第５号） 

  なお、不採択となった場合は、所長に対し、結果を通知するとともに、所長は

市町村長及び事業実施主体の長に対して、速やかに通知を行うものとする。 

２ 所長は前項の通知に基づき、市町村長に交付金の額を内示する。（様式第６

号） 

 

（設計協議） 

第４ 市町村長は、設計書を作成したときは、所長と設計協議をするものとする。

また、建築物においては「建築物補助事業受託事務取扱要綱」（平成 16 年 4 月

23 日付け 16 建第 2032 号）により設計審査等を実施するものとする。 

 

（事業計画の承認） 

第５ 部長は林野庁長官から事業計画の承認があったときは、速やかに所長に通知

する。（様式第７号の１） 

２ 所長は前項の通知があったときは、事業計画の承認について、速やかに市町村

長に通知する。（様式第７号の２） 

３ 市町村長は第３に基づき、内示額に基づいた変更計画書を所長に提出する。 

４ 所長は提出された変更計画書の内容を検討し、意見を付して部長に進達する。

（様式第３号） 

５ 部長は、進達のあった内容が認められるときは、速やかに所長に通知する。

（様式第７号の１） 

６ 所長は前項の通知があったときは、事業計画の承認について、速やかに市町村

 長に通知する。（様式第７号の２） 

 

（交付金の額の内示の変更） 

第６ 市町村長は、交付金交付決定前に交付金の額の変更が生じたときは、あらか

じめ所長に協議するものとする。（様式第８号） 

２ 所長は、前項の協議があったときは、部長に協議する。（様式第９号） 

３ 部長は、変更がやむを得ないと認められるときは、これを承認する。（様式第

10 号） 

４ 所長は、前項の承認があったときは、交付金の内示の変更について市町村長に

通知する。（様式第 11 号） 



 

（交付金の交付の決定） 

第７ 部長は林野庁長官から交付金の交付決定があったときは、速やかに所長に通

知する。（様式第 12 号） 

２ 所長は前項の通知があったときは、交付金額について、速やかに市町村長に通

知する。（様式第 12 号）  

３ 市町村長は、前項の交付金額の通知があったときは、交付要綱第３条の規定に

基づき交付金交付申請書（以下「交付申請書」という。様式第 13 号。）を所長

に提出するものとする。  

４ 所長は交付申請書の内容が適切であると認めるときは、市町村長に指令書の交

付（以下「交付指令」という。）を行い、交付金の交付を決定する。（様式第 1

4 号） 

５ 所長は、前項の決定をしたときは、その旨を部長に報告する。（様式第 14 号

の２） 

 

（関係法規に基づく許認可） 

第８ 事業実施主体の長は、事業の実施に当たっては関係法規に規定ある所定の手

続きを経ておくものとする。 

 

（着工の制限） 

第９ 事業の着工は、原則として交付指令に基づき行うものとする。ただし、やむ

を得ない事情により当該年度内において交付指令前に着工する必要が生じた場合

は、所定の手続きを経るものとする。 

   なお、交付指令前に着工する必要が生じた場合とは、当該事業の着工が交付指

令後に実施された場合に、工事の完了時期が予定より著しく遅れ、工事完了に伴

う事業効果の発生が遅れる場合とする。 

  (1)  指令前着工の申請時期は、原則として第５の事業計画承認以降とする。 

２ 前項ただし書きの手続きは、次による。 

 (1)  事業実施主体の長は、当該事業に係る指令前着工承認申請書（様式第 15

号）を市町村長に提出する。 

  (2)  前項の規定による提出を受けた市町村長は必要性を検討の上、意見を付し

て所長に進達する。 

  (3)  所長は、前号の申請理由がやむを得ないと認めたときは、指令前着工を承

認し（様式第 16 号）を市町村長に通知するとともに、その写しを部長に提出

する。 

 (4) 部長は国実施要領の第 11 の規定に基づき、交付金決定前着手届けを林野庁

長官に提出する。 

 

（着工届） 



第 10  事業実施主体の長は、事業を着工したときは、速やかにその旨を市町村長

に届け出るものとする。（様式第 17 号） 

２ 前項の規定による届け出を受けた市町村長は着工届を所長に提出する。 

 

（契約変更報告） 

第 11  事業実施主体の長は、交付金の変更に伴う工期の変更、工事請負額の変更

等着工届の内容を変更したときは、市町村長に提出する。（様式第 18 号） 

２  前項の規定による提出を受けた市町村長は当該報告書を所長に提出する。 

 

（事業遂行状況報告） 

第 12 所長は、管内の事業実施市町村における事業遂行状況（様式第 19 号）につ

いて把握し、事業の進捗について助言する。 

２ 事業実施主体の長は、交付要綱第８条の規定に基づき年度の各四半期毎（第４

・四半期を除く。）の末日現在の事業実施状況を調査し、事業遂行状況報告書

（交付要綱様式第５号）に事業遂行状況調査票（様式第 19 号）を添付し市町村

長に提出する。 

３ 前項の規定による提出を受けた市町村長は当該報告書を所長に提出する。 

４ 所長は、提出された前項の報告書を取りまとめ当該四半期の最終月の翌月 15

日までに部長に提出する。 

５  部長は、前項の報告書を取りまとめ、林野庁長官に提出する。 

 

（完了届） 

第 13 事業実施主体の長は、事業が完了したときは、速やかに完了届を市町村長

に届け出るものとする。（様式第 20 号） 

２ 前項の規定による提出を受けた市町村長は、当該事業が適正に実施されたこと

を確認の上、当該届を所長に提出する。 

３ 所長は、前項の完了届を受理したときは、必要に応じ別に定めのある「福島県

林業・木材産業等振興施設整備事業成果確認調査要領」（平成 25 年 6 月 4 日付

け 25 森第 712 号。以下「調査要領」という。）に基づく成果確認調査を実施す

る。 

 

（実績報告） 

第 14 事業実施主体の長は当該年度の事業が完了したときは、交付金実績報告書

を作成し市町村長に提出する。 

２ 前項の規定による提出を受けた市町村長は、事業の完了を確認し、交付要綱第

９条の規定により実績報告書正副２部を所長に提出する。 

 

（交付金交付の請求） 

第 15 市町村長は、前項の実績報告に併せて交付要綱第 10 条の規定に基づく交付



金交付請求書を所長に提出する。 

 

（交付金の額の確定） 

第 16 所長は、第 14 の実績報告があったときは調査要領に基づく経理事務関係調

査を実施し、３月 20 日までに交付すべき交付金の額を確定する。 

２ 交付金の額の確定の取扱いは、「補助金の額の確定に関する事務取扱いについ

て」（昭和 50 年 1 月 27 日付け 50 農林第 14 号）による。 

 

（交付金支出完了報告） 

第 17 所長は、当該事業に係る交付金の支出を完了したときは、交付金支出完了

報告書を当該年度の３月末日までに部長に提出する。（様式第 21 号） 

 

（事業の変更） 

第 18 重要な変更 

  (1) 事業実施主体の長は、事業計画について交付要綱第４条に掲げる重要な変

更に該当する変更をしようとするときは、事業実施計画変更承認申請書を市

町村長に提出する。（様式第 22 号） 

     ただし、交付金交付申請後においては(3)の規程による。 

  (2)  前項の規定による提出を受けた市町村長は所長に提出する。 

  (3)  事業実施主体の長は交付金交付申請後に交付要綱第４条に掲げる重要な変

更をしようとするときは、事業変更（中止廃止）承認申請書（交付要綱様式

第３号）に事業計画書に準ずる書類を添付して市町村長に提出する。 

  (4)  前項の規定による提出を受けた市町村長は所長に提出する。 

  (5)  所長は、(2)(4)に掲げる書類を受理したときは内容を審査し、意見を付し

て部長に協議する。（様式第 23 号） 

  (6)  部長は、内容を審査し、申請内容が適当であると認めたときは、変更決定

を行い所長に通知する。（様式第 24 号） 

  (7)  所長は、前項の通知を受け、市町村長に変更承認を通知するとともに交付

金交付の変更指令を行う。 

 (8) 事業実施主体の長は、重要な変更により、着工届の内容を変更したときは、

変更報告書を市町村長に提出する。（様式第 18 号） 

 (9) 提出を受けた市町村長は当該報告書を所長に提出する。 

 

２ 軽微な変更 

  (1)  事業実施主体の長は、第 18 の１に掲げる以外の軽微な変更をしたときは、

事業計画変更届を市町村長に提出する。（様式第 25 号） 

  (2)  前項の規定による提出を受けた市町村長は所長に提出する。（様式第 26

号） 

  (3)  所長は、前項の届を受けた時は、内容を確認し、必要に応じて補助事業者



等に変更計画内容の補正を求めることができる。 

  (4)  所長は、前項の内容を速やかに部長に報告する。（様式第 27 号） 

 

（概算払の取扱い） 

第 19 事業実施主体の長は、交付要綱第７条の規定に基づく概算払を請求しよう

とするときは交付金概算払請求書を市町村長に提出する。 

２ 前項の規定による提出を受けた市町村長は所長に提出する。 

  なお、これに伴う事務処理は、「公共事業補助金に係る概算払の事務取扱要

領」（昭和 61 年 3 月 3 日付け 61 農林第 148 号）による。 

 

（計画達成状況報告） 

第 20  事業実施主体の長は、国実施要領第６に基づき指標の達成状況について調

査を行い、調査翌年度の５月末日までに計画達成状況報告書を市町村長に堤出す

る。（様式第 28 号） 

  なお、事業計画に対し達成率が 80％未満となった年度においては、施設ごと

にその要因及び目標の達成に向けた取組を別葉に記載し、達成状況報告に添付す

るものとする。 

２ 前項の規定による提出を受けた市町村長は６月１０日までに当該報告書を所長

に提出する。 

３ 所長は報告内容を確認し、６月末日までに部長に提出する。 

 

（改善措置等） 

第 21 事業実施主体の長は、事業計画に定められた指標の目標値の達成状況が低

調である場合、その原因を調査・分析するとともに、国実施要領第８及び指導要

領に基づき必要な措置を講じるものとする。 

 

（事業の評価） 

第 22 事業実施主体は、第２の事業計画の作成段階における事前評価を行うほか、

国実施要領第７の３に準じ、目標年度において、事前評価を行った施設ごとに費

用対効果分析による事業効果の測定を行い、その結果を「事業評価報告書」（様

式第 29 号）により作成し、測定の翌年度の５月末日までに市町村長に報告する

ものとする。また、収支を伴う施設については、調査初年度から起算して３年目

についても費用対効果分析を行うこととし、翌年度の５月末日までに市町村長に

報告するものとする。 

２ 前項の規定による提出を受けた市町村長は６月 10 日までに当該報告書を所長

に提出する。 

   なお、上記による提出を受けた所長は、当初想定された事業効果が発現されて

いるか否かといった観点から総合的評価を行うものとする。 

３ 前項の規定による提出を受けた所長は報告内容を確認し、６月末日までに部長



に提出する。 

 

（財産の処分等） 

第 23 事業実施主体の長は、交付要綱第 11 条に規定する財産の処分または別表３

に規定する施設等の転用（以下「処分等」という。）をする場合は、次の書類を

市町村長に提出する。 

    なお、この処分等により利用計画を変更する必要がある場合は所定の手続きを

要する。 

  (1)  交付要綱第 11 条に規定する期間内において使用、譲渡、交換、貸付または

担保に供する場合は、財産処分申請書（様式第 30 号）とする。 

  (2)  交付要綱第 11 条に規定する期間内において施設等の増築、改築、更新また

は模様替えをする場合は、増改築等申請書（様式第 31 号）とする。 

  (3)  別表４に規定する転用基準に満たない期間に転用することとなる場合は、

転用承認申請書（様式第 32 号）とする。 

  (4)  (1)から(3)の申請後に承認を得た場合、処分の制限期間を超える場合また

は転用基準を満たす場合は、財産処分報告書（様式第 30 号）とする。 

２ 前項(1)から(3)の規定による処分等申請書の提出を受けた市町村長は所長に提

出する。 

３ 所長は、受理した前項の書類に意見を付して部長に進達する。 

４ 部長は、処分等申請書の提出があった場合は、必要に応じて林野庁との協議を

実施し、承認結果について所長に通知する。（様式第 33 号）（様式第 34 号） 

５ 所長は、前項の通知に基づき市町村長に通知する。 

６ 市町村長は、前項の通知に基づき事業実施主体の長に通知する。 

７ 事業実施主体の長は、前項の承認に基づき処分等をした場合、処分の制限期間

を超える場合または転用基準を満たす場合には、１の(4)の財産処分報告書を市

町村長に提出する。 

８ 市町村長は、事業実施主体の長から提出のあった前項の報告書を所長に提出す

る。 

９ 所長は、受理した前項の書類を部長に提出する。 

10 林道にあたっては、「福島県林道事業補助金交付要綱」（昭和 46 年 4 月 1 日

施行）第５条及び６条に準じて処理する。 

 

（災害報告） 

第 24 事業実施主体の長は、天災その他の事故により施設等が減失し、又は毀損

したときは速やかにその旨を市町村長に届け出るものとし、市町村長は実情調査

の上、災害報告書を所長に提出する。（様式第 35 号） 

２ 所長は、必要に応じて現地調査を実施し、意見を付して部長に報告する。 

３ 災害の措置は、次による。 

  (1)  過年度において完了した施設等の復旧については、原則として「農林水産



施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」（昭和 25 年法律第 1

69 号）及び「福島県林道施設災害復旧事業事務取扱要領」（昭和 54 年 5 月 2

6 日付け 54 森土第 265 号）による。 

  (2) 天災等により補助施設としての機能を喪失した場合の取扱いについては

「天災等による補助施設の取扱いについて」（平成 18 年 7 月 6 日付け 18 農

総第 435 号）による。（様式第 36 号） 

  (3)  手戻り工事であって、当該工事が原則として当該年度内に完了する場合に

限り、実施計画の変更によって措置できるものとする。ただし、別表１に掲

げる施設等の災害部分を除く。 

  (4)  災害によって当該事業を中止または廃止する場合は「補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律」（昭和 30 年 8 月 27 日付け法律第 179 号）第 1

0 条並びに同施行令第５条及び第６条の規定による。 

 

市町村が事業実施主体の場合 

 

（申請書及び実施計画書の提出） 

第 25 市町村長は、事業を実施する前年度の８月末日までに承認申請書（様式第

１号）に計画書（様式第２号）を添付し、所轄の所長に提出する。 

    なお、計画書の取りまとめに当たって、「事業区分」「事業種目」「工種又は

施設区分」は国交付要綱の別表１のとおりとし、県関係機関の助言を受けるとと

もに、林業関係団体との調整を図るものとする。 

２ 所長は、提出された計画書の内容を検討し、意見を付して部長に進達する。

（様式第３号） 

３ 部長は、計画書の内容を確認（林野庁との協議を含む。）し、指示事項等があ

れば事業計画協議検討事項調書（様式第４号）にまとめる。 

 

（交付金額の割り当て内示） 

第 26 国から交付金の割り当て内示を受けた部長は、予算の範囲内で所長に対し、

交付金の割り当て内示を行うものとする。（様式第５号） 

  なお、不採択となった場合は、所長に対し、結果を通知するとともに、所長は

市町村長に対して、速やかに通知を行うものとする。 

２ 所長は、前項の通知に基づき市町村長に交付金の額を内示する。（様式第６

号） 

 

（設計協議） 

第 27 市町村長は、設計書を作成したときは、所長と設計協議をするものとする。

また、建築物においては「建築物補助事業受託事務取扱要綱」（平成 16 年 4 月

23 日付け 16 建第 2032 号）により設計審査等を実施するものとする。 

 



（事業計画の承認） 

第 28 部長は林野庁長官から事業計画の承認があったときは、速やかに所長に通

知する。（様式第７号の１） 

２ 所長は前項の通知があったときは、事業計画の承認について、速やかに市町村

長に通知する。（様式第７号の２） 

３ 市町村長は第３に基づき、内示額に基づいた変更計画書を所長に提出する。 

４ 所長は提出された変更計画書の内容を検討し、意見を付して部長に進達する。

 （様式第３号） 

５ 部長は、進達のあった内容が認められるときは、速やかに所長に通知する。 

 （様式第７号の１） 

６ 所長は前項の通知があったときは、事業計画の承認について、速やかに市町村

 長に通知する。（様式第７号の２） 

 

（交付金の額の内示の変更） 

第 29 市町村長は、交付金交付決定前に交付金の額の変更が生じたときは、あら

かじめ所長に協議するものとする。（様式第８号） 

２ 所長は、前項の協議があったときは、部長に協議する。（様式第９号） 

３ 部長は、変更がやむを得ないと認められるときは、これを承認する。（様式第

10 号） 

４ 所長は、前項の承認があったときは、交付金の内示の変更について市町村長に

通知する。（様式第 11 号） 

 

（交付金の交付の決定） 

第 30 部長は林野庁長官から交付金の交付決定があったときは、速やかに所長に

通知する。（様式第 12 号） 

２ 所長は前項の通知があったときは、交付金額について、速やかに市町村長に通

知する。（様式第 12 号）  

３ 市町村長は、前項の交付金額の通知があったときは、交付要綱第３条の規定に

基づき交付金交付申請書（以下「交付申請書」という。）を所長に提出するもの

とする。  

４ 所長は交付申請書の内容が適切であると認めるときは、市町村長に指令書の交

付（以下「交付指令」という。）を行い、交付金の交付を決定する。（様式第 1

4 号） 

５ 所長は、前項の決定をしたときは、その旨を部長に報告する。（様式第 14 号

の２） 

 

（関係法規に基づく許認可） 

第 31 市町村長は、事業の実施に当たっては関係法規に規定ある所定の手続きを

経ておくものとする。 



 

（着工の制限） 

第 32 事業の着工は、交付指令に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない

事情により当該年度内において交付指令前に着工する必要が生じた場合は、所定

の手続きを経るものとする。 

  (1)  指令前着工の申請時期は、原則として第 28 の事業計画の承認以降とする。 

２ 前項ただし書きの手続きは、次による。 

  (1)  市町村長は、当該事業に係る指令前着工承認申請書（様式第 15 号）を所長

に提出する。 

  (2)  所長は、前号の申請理由がやむを得ないと認めたときは、指令前着工を承

認し（様式第 16 号）を市町村長に通知するとともに、その写しを部長に提出

する。 

 (3) 部長は国実施要領の第 11 の規定に基づき、交付金決定前着手届けを林野庁

長に提出する。 

 

（着工届） 

第 33  市町村長は、事業を着工したときは、速やかに着工届を所長に提出する。

（様式第 17 号）  

 

（契約変更報告） 

第 34  市町村長は、交付金の変更に伴う工期の変更、工事請負額の変更等着工届

の内容を変更したときは、その内容について所長に報告する。（様式第 18 号） 

 

（事業遂行状況報告） 

第 35 所長は、管内の事業実施市町村における事業遂行状況（様式第 19 号）につ

いて把握し、事業の進捗について助言する。 

２ 市町村長は、交付要綱第８条の規定に基づき年度の各四半期毎（第４・四半期

を除く。）の末日現在の事業実施状況を調査し、事業遂行状況報告書（交付要綱

様式第５号）に事業遂行状況調査票（様式第 19 号）を添付し所長に提出する。 

３ 所長は、提出された前項の報告書を取りまとめ当該四半期の最終月の翌月 15

日までに部長に提出する。 

４  部長は、前項の報告書を取りまとめ、林野庁長官に提出する。 

 

（完了届） 

第 36 市町村長は、事業が完了したときは、速やかに当該事業が適正に実施され

たことを確認の上、完了届を所長に提出する。（様式第 20 号） 

２ 所長は、前項の完了届を受理したときは、必要に応じ別に定めのある調査要領

に基づく成果確認調査を実施する。 

 



（実績報告） 

第 37 市町村長は、当該年度の事業が完了したときは、交付要綱第９条の規定に

より実績報告書正副２部を所長に提出する。 

 

（交付金交付の請求） 

第 38 市町村長は、前項の実績報告に併せて交付要綱第 10 条の規定に基づく交付

金交付請求書を所長に提出する。 

 

（交付金の額の確定） 

第 39 所長は、第 37 の実績報告があったときは調査要領に基づく経理事務関係調

査を実施し、３月末日までに交付すべき交付金の額を確定する。 

２ 交付金の額の確定の取扱いは、「補助金の額の確定に関する事務取扱いについ

て」（昭和 50 年 1 月 27 日付け 50 農林第 14 号）による。 

 

（交付金支出完了報告） 

第 40 所長は、当該事業に係る交付金の支出を完了したときは、交付金支出完了

報告書を当該年度の翌年度の４月末日までに部長に提出する。（様式第 21 号） 

 

（事業の変更） 

第 41 重要な変更 

  (1) 市町村長は、事業計画について交付要綱第４条に掲げる重要な変更に該当

する変更をしようとするときは、事業実施計画変更承認申請書を所長に提出

する。（様式第 22 号） 

     ただし、交付金交付申請後においては(2)の規程による。 

  (2)  市町村長は交付金交付申請後に交付要綱第４条に掲げる重要な変更をしよ

うとするときは、事業変更（中止廃止）承認申請書（交付要綱様式第３号）

に事業計画書に準ずる書類を添付して所長に提出する。 

  (3)  所長は、(1)(2)に掲げる書類を受理したときは内容を審査し、意見を付し

て部長に協議する。（様式第 23 号） 

  (4)  部長は、内容を審査し、申請内容が適当であると認めたときは、変更決定

を行い所長に通知する。（様式第 24 号） 

  (5)  所長は、前項の通知を受け、市町村長に変更承認を通知するとともに交付

金交付の変更指令を行う。 

 (6) 市町村長は、重要な変更により、着工届の内容を変更したときは、変更報

告書を所長に提出する。（様式第 18 号） 

２ 軽微な変更 

  (1)  市町村長は、第 41 の１に掲げる以外の軽微な変更をしたときは、事業計画

変更届を所長に提出する。（様式第 25 号） 

  (2)  所長は、前項の届を受けた時は、内容を確認し、必要に応じて補助事業者



等に 変更計画内容の補正を求めることができる。 

  (3)  所長は、前項の内容を速やかに部長に報告する。（様式第 27 号） 

 

（概算払の取扱い） 

第 42 市町村長は、交付要綱第７条の規定に基づく概算払を請求しようとすると

きは交付金概算払請求書を所長に提出する。 

２ これに伴う事務処理は、「公共事業補助金に係る概算払の事務取扱要領」（昭

和 61 年 3 月 3 日付け 61 農林第 148 号）による。 

 

（計画達成状況報告） 

第 43  市町村長は国実施要領第６に基づき指標の達成状況について調査を行い、

調査翌年度の６月１０日までに計画達成状況報告書を所長に堤出する。（様式第

28 号） なお、事業計画に対し達成率が 80％未満となった年度においては、施

設ごとにその要因及び目標の達成に向けた取組を別葉に記載し、達成状況報告に

添付するものとする。 

２ 所長は報告内容を確認し、６月末日までに部長に提出する。 

 

（改善措置等） 

第 44 市町村長は、事業計画に定められた指標の目標値の達成状況が低調である

場合、その原因を調査・分析するとともに、国実施要領第８及び指導要領に基づ

き必要な措置を講じるものとする。 

 

（事業の評価） 

第 45 市町村長は、第 25 の事業計画の作成段階における事前評価を行うほか、国

実施要領第７の３に準じ、目標年度において、事前評価を行った施設ごとに費用

対効果分析による事業効果の測定を行い、その結果を「事業評価報告書」（様式

第 29 号）により作成し、測定の翌年度の６月 10 日までに所長に報告するものと

する。また、収支を伴う施設については、調査初年度から起算して３年目につい

ても費用対効果分析を行うこととし、翌年度の６月 10 日までに所長に報告する

ものとする。 

   なお、上記による提出を受けた所長は、当初想定された事業効果が発現されて

いるか否かといった観点から総合的評価を行うものとする。 

２ 前項の規定による提出を受けた所長は報告内容を確認し、６月末日までに部長

に提出する。 

 

（財産の処分等） 

第 46 市町村長は、交付要綱第 11 条に規定する財産の処分または別表３に規定す

る施設等の転用（以下「処分等」という。）をする場合は、次の書類を所長に提

出する。 



  なお、この処分等により利用計画を変更する必要がある場合は所定の手続きを

要する。 

  (1)  交付要綱第 11 条に規定する期間内において使用、譲渡、交換、貸付または

担保に供する場合は、財産処分申請書（様式第 30 号）とする。 

  (2)  交付要綱第 11 条に規定する期間内において施設等の増築、改築、更新また

は模様替えをする場合は、増改築等申請書（様式第 31 号）とする。 

  (3)  交付要綱別表８に規定する転用基準に満たない期間に転用することとなる

場合は、転用承認申請書（様式第 32 号）とする。 

  (4)  (1)から(3)の申請後に承認を得た場合、処分の制限期間を超える場合また

は転用基準を満たす場合は、財産処分報告書（様式第 30 号）とする。 

２ 所長は、前項(1)から(3)の書類を受理した場合は意見を付して部長に進達する。 

３ 部長は、処分等申請書の提出があった場合は、必要に応じて林野庁との協議を

実施し、承認結果について事業実施主体の長に通知する。（様式第 33 号）（様

式第 34 号） 

４ 所長は、前項の通知に基づき市町村長に通知する。 

５ 市町村長は、前項の承認に基づき処分等をした場合、処分の制限期間を超える

場合または転用基準を満たす場合には、１の(4)の財産処分報告書を所長に提出

する。 

６ 所長は、受理した前項の書類を部長に提出する。 

７ 林道にあたっては、「福島県林道事業補助金交付要綱」（昭和 46 年 4 月 1 日

施行）第５条及び６条に準じて処理する。 

 

（災害報告） 

第 47 市町村長は、天災その他の事故により施設等が減失し、又は毀損したとき

は速やかにその旨を実情調査の上、災害報告書を所長に提出する。（様式第 35

号） 

２ 所長は、必要に応じて現地調査を実施し、意見を付して部長に報告する。 

３ 災害の措置は、次による。 

  (1)  過年度において完了した施設等の復旧については、原則として「農林水産

施 設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」（昭和 25 年法律第

169 号）及び「福島県林道施設災害復旧事業事務取扱要領」（昭和 54 年 5 月

26 日付け 54 森土第 265 号）による。 

  (2) 天災等により補助施設としての機能を喪失した場合の取扱いについては

「天災等による補助施設の取扱いについて」（平成 18 年 7 月 6 日付け 18 農

総第 435 号）による。（様式第 36 号） 

  (3)  手戻り工事であって、当該工事が原則として当該年度内に完了する場合に

限り、実施計画の変更によって措置できるものとする。ただし、別表１に掲

げる施設等の災害部分を除く。 

  (4)  災害によって当該事業を中止または廃止する場合は「補助金等に係る予算



の執行の適正化に関する法律」（昭和 30 年 8 月 27 日付け法律第 179 号）第

10 条並びに同施行令第５条及び第６条の規定による。 

 

 

広域団体が事業実施主体の場合 

 

（申請書及び実施計画書の提出） 

第 48 事業実施主体の長は、事業を実施する前年度の８月末日までに承認申請書

（様式第１号）に事業実施計画書（様式第２号）を添付し、部長に提出する。 

    なお、計画書の取りまとめに当たって、「事業区分」「事業種目」「工種又は

施設区分」は国交付要綱の別表１のとおりとし、県関係機関の助言を受けるとと

もに、林業関係団体との調整を図るものとする。 

２ 部長は、計画書の内容を確認（林野庁との協議を含む。）し、指示事項等があ

れば事業計画協議検討事項調書（様式第４号）にまとめる。 

 

（交付金額の割り当て内示） 

第 49 国から交付金の割り当て内示を受けた部長は、予算の範囲内で事業実施主

体の長に対し、交付金の割り当て内示を行うものとする。（様式第５号） 

  なお、不採択となった場合は、事業実施主体の長に対し、結果を速やかに通知

を行うものとする。 

 

（設計協議） 

第 50 事業実施主体の長は、設計書を作成したときは、部長と設計協議をするも

のとする。また、建築物においては「建築物補助事業受託事務取扱要綱」（平成

16 年 4 月 23 日付け 16 建第 2032 号）により設計審査等を実施するものとする。 

 

（事業計画の承認） 

第 51 部長は林野庁長官から事業計画の承認があったときは、速やかに事業実施

主体の長に通知する。（様式第７号の１） 

２ 事業実施主体の長は前項に基づき、内示額に基づいた変更計画申請書を部長に

提出する。 

３ 部長は、内容が認められるときは、速やかに事業実施主体の長に通知する。 

 （様式第７号の１） 

 

（交付金の額の内示の変更） 

第 52 事業実施主体の長は、交付金交付決定前に交付金の額の変更が生じたとき

は、あらかじめ部長に協議するものとする。（様式第８号） 

２ 部長は、変更がやむを得ないと認められるときは、これを承認し、内示額の変

更について通知する。（様式第 11 号） 



（交付金の交付の決定） 

第 53 部長は林野庁長官から交付金の交付決定があったときは、速やかに事業実

施主体の長に通知する。（様式第 12 号） 

２ 事業実施主体の長は、前項の交付金額の通知があったときは、交付要綱第３条

の規定に基づき交付金交付申請書（以下「交付申請書」という。様式第 13

号。）を部長に提出するものとする。  

３ 部長は交付申請書の内容が適切であると認めるときは、事業実施主体の長に指

令書の交付（以下「交付指令」という。）を行い、交付金の交付を決定する。

（様式第 14 号） 

 

（関係法規に基づく許認可） 

第 54 事業実施主体の長は、事業の実施に当たっては関係法規に規定ある所定の

手続きを経ておくものとする。 

 

（着工の制限） 

第 55 事業の着工は、交付指令に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない

事情により当該年度内において交付指令前に着工する必要が生じた場合は、所定

の手続きを経るものとする。 

  (1)  指令前着工の申請時期は、原則として第 51 の事業計画の承認以降とする。 

２ 前項ただし書きの手続きは、次による。 

  (1)  事業実施主体の長は、当該事業に係る指令前着工承認申請書（様式第 15

号)を部長に提出する。 

  (2)  部長は、前号の申請理由がやむを得ないと認めたときは、指令前着工を承

認し（様式第 16 号）を事業実施主体の長に通知するとともに、国実施要領の

第 11 の規定に基づき、交付金決定前着手届けを林野庁長官に提出する。 

 

（着工届） 

第 56  事業実施主体の長は、事業を着工したときは、速やかに着工届を部長に提

出する。（様式第 17 号） 

 

（契約変更報告） 

第 57  事業実施主体の長は、交付金の変更に伴う工期の変更、工事請負額の変更

等着工届の内容を変更したときは、部長に報告する。（様式第 18 号） 

 

（事業遂行状況報告） 

第 58 部長は、事業遂行状況（様式第 19 号）について把握し、事業の進捗につい

て助言する。 

２ 事業実施主体の長は、交付要綱第８条の規定に基づき年度の四半期毎（第４・

四半期を除く。）の末日現在の事業実施状況を調査し、事業遂行状況報告書（交



付要綱様式第５号）に事業遂行状況調査票（様式第 19 号）を添付し当該四半期

の最終月の翌月 15 日までに部長に提出する。 

３  部長は、前項の報告書を取りまとめ、林野庁長官に提出する。 

 

（完了届） 

第 59 事業実施主体の長は、事業が完了したときは、速やかに完了届を部長に提

出する。（様式第 20 号） 

２ 部長は、前項の完了届を受理したときは、必要に応じ別に定めのある調査要領

に基づく成果確認調査を実施する。 

 

（実績報告） 

第 60 事業実施主体の長は、当該年度の事業が完了したときは、交付要綱第９条

の規定により実績報告書を部長に提出する。 

 

（交付金交付の請求） 

第 61 事業実施主体の長は、前項の実績報告に併せて交付要綱第 10 条の規定に基

づく交付金交付請求書を部長に提出する。 

 

（交付金の額の確定） 

第 62 部長は、第 57 の実績報告があったときは調査要領に基づく経理事務関係調

査を実施し、３月末日までに交付すべき交付金の額を確定する。 

２ 交付金の額の確定の取扱いは、「補助金の額の確定に関する事務取扱いについ

て」（昭和 50 年 1 月 27 日付け 50 農林第 14 号）による。 

 

（事業の変更） 

第 63 重要な変更 

  (1) 事業実施主体の長は、事業計画について交付要綱第４条に掲げる重要な変

更に該当する変更をしようとするときは、事業実施計画変更承認申請書を部

長に提出する。（様式第 22 号） 

     ただし、交付金交付申請後においては(2)の規程による。 

  (2)  事業実施主体の長は交付金交付申請後に交付要綱第４条に掲げる重要な変

更をしようとするときは、事業変更（中止廃止）承認申請書（交付要綱様式

第３号）に事業計画書に準ずる書類を添付して部長に提出する。 

  (3)  部長は、内容を審査し、申請内容が適当であると認めたときは、事業実施

主体の長に変更承認を通知するとともに交付金交付の変更指令を行う。（様

式第 24 号） 

 (4) 事業実施主体の長は、重要な変更により、着工届の内容を変更したときは、

変更報告書を部長に提出する。（様式第 18 号） 

２ 軽微な変更 



 (1)  事業実施主体の長は、第 63 の１に掲げる以外の軽微な変更をしたときは、

事業計画変更届を部長に提出する。（様式第 25 号） 

  (2)  部長は、前項の届を受けた時は、内容を確認し、必要に応じて補助事業者

等に変更計画内容の補正を求めることができる。 

 (3)  部長は、変更内容が適切であると認めたときは事業実施主体の長に通知す

る。（様式第 26 号） 

 

（概算払の取扱い） 

第 64 事業実施主体の長は、交付要綱第７条の規定に基づく概算払を請求しよう

とするときは交付金概算払請求書を部長に提出する。 

２ これに伴う事務処理は、「公共事業補助金に係る概算払の事務取扱要領」（昭

和 61 年 3 月 3 日付け 61 農林第 148 号）による。 

 

（計画達成状況報告） 

第 65  事業実施主体の長は、国実施要領第６に基づき指標の達成状況について調

査を行い、調査翌年度の６月末日までに計画達成状況報告書を部長に堤出する。

（様式第 28 号） 

  なお、事業計画に対し達成率が 80％未満となった年度においては、施設ごと

にその要因及び目標の達成に向けた取組を別葉に記載し、達成状況報告に添付す

るものとする。 

 

（改善措置等） 

第 66 事業実施主体の長は、事業計画に定められた指標の目標値の達成状況が低

調である場合、その原因を調査・分析するとともに、国実施要領第８及び指導要

領に基づき必要な措置を講じるものとする。 

 

（事業の評価） 

第 67 事業実施主体の長は、第 48 の事業計画の作成段階における事前評価を行う

ほか、国実施要領第７の３に準じ、目標年度において、事前評価を行った施設ご

とに費用対効果分析による事業効果の測定を行い、その結果を「事業評価報告

書」（様式第 29 号）により作成し、測定の翌年度の６月末日までに部長に報告

するものとする。また、収支を伴う施設については、調査初年度から起算して３

年目についても費用対効果分析を行うこととし、翌年度の６月末日までに部長に

報告するものとする。 

 

（財産の処分等） 

第 68 事業実施主体の長は、交付要綱第 11 条に規定する財産の処分または別表３

に規定する施設等の転用（以下「処分等」という。）をする場合は、次の書類を

部長に提出する。 



  なお、この処分等により利用計画を変更する必要がある場合は所定の手続きを

要する。 

  (1)  交付要綱第 11 条に規定する期間内において使用、譲渡、交換、貸付または

担保に供する場合は、財産処分申請書（様式第 30 号）とする。 

  (2)  交付要綱第 11 条に規定する期間内において施設等の増築、改築、更新また

は模様替えをする場合は、増改築等申請書（様式第 31 号）とする。 

  (3)  交付要綱別表８に規定する転用基準に満たない期間に転用することとなる

場合は、転用承認申請書（様式第 32 号）とする。 

  (4)  (1)から(3)の申請後に承認を得た場合、処分の制限期間を超える場合また

は転用基準を満たす場合は、財産処分報告書（様式第 30 号）とする。 

２ 部長は、１の(1)から(3)までの処分等申請書の提出があった場合は、必要に応

じて林野庁との協議を実施し、承認結果について事業実施主体の長に通知する。

（様式第 34 号） 

３ 事業実施主体の長は、前項の承認に基づき処分等をした場合、処分の制限期間

を超える場合または転用基準を満たす場合には、１の(4)の財産処分報告書を部

長に提出する。 

４ 林道にあたっては、「福島県林道事業補助金交付要綱」（昭和 46 年 4 月 1 日

施行）第５条及び６条に準じて処理する。 

 

（災害報告） 

第 69 事業実施主体の長は、天災その他の事故により施設等が減失し、又は毀損

したときは速やかにその旨を部長に届け出るものとする。（様式第 35 号） 

２ 災害の措置は、次による。 

  (1)  過年度において完了した施設等の復旧については、原則として「農林水産

施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」（昭和 25 年法律第 1

69 号）及び「福島県林道施設災害復旧事業事務取扱要領」（昭和 54 年 5 月

26 日付け 54 森土第 265 号）による。 

  (2) 天災等により補助施設としての機能を喪失した場合の取扱いについては

「天災等による補助施設の取扱いについて」（平成 18 年 7 月 6 日付け 18 農

総第 435 号）による。（様式第 36 号） 

  (3)  手戻り工事であって、当該工事が原則として当該年度内に完了する場合に

限り、実施計画の変更によって措置できるものとする。ただし、別表１に掲

げる施設等の災害部分を除く。 

  (4)  災害によって当該事業を中止または廃止する場合は「補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律」（昭和 30 年 8 月 27 日付け法律第 179 号）第

10 条並びに同施行令第５条及び第６条の規定による。 

 

 共通事項  

 



（施設等の管理） 

第 70  事業実施主体の長は、交付事業によって取得し、または効用の増加した施

設等（以下 「施設等」という。）は常に良好な状態で管理し、その設置目的に

即して最も効率的な運用を図るものとする。 

    なお、施設等の管理・運用においては以下に定めるもののほか、福島県林業・

木材産業等振興施設整備指導要領（平成 19 年 5 月 23 日付け 19 森第 4936 号）に

よる。 

２ 管理方法は、次による。 

  (1)  事業実施主体の長は、施設等の管理状況を明確にするため、施設等の種類

・所在・構造・規模・取得年月日・取得価格・得喪変更年月日等を記載した

施設等財産台帳を整備する。 

  (2)  施設等財産台帳の種類 

     ア 林業･木材産業成長産業化促進対策交付金事業設置施設等台帳（様式第 3

7 号） 

     イ 作業道については、福島県林業関係低規格作業道開設要領（平成 2 年 5

月 18 日付け平成 2 林第 357 号)による。 

  (3)  事業実施主体の長は、施設等毎の管理規程又は利用規程を定めておくこと

とし、施設等の永続的活用を図りうるよう更新に必要な資金（減価償却引当

等）の積み立てに努める。 

       なお、管理規程又は利用規程には、次に掲げる事項を含むものとする。 

     ア  目的 

     イ 施設の種類、構造、規模、形式、数量 

     ウ 施設の所在 

     エ  管理責任者 

     オ 利用者の範囲 

     カ 利用方法に関する事項 

     キ 使用料に関する事項 

     ク 施設の保全に関する事項 

     ケ 施設の償却に関する事項 

  (4)  施設等には、次のような事項を見やすい箇所に表示するほか、損害保険へ

の加入に努める。 

     ア 機械施設等 

       「○年度施工 林業･木材産業成長産業化促進対策交付金○○施設」 

       「事業実施主体○○○○」 

     イ 作業道、連絡道 

       「○年度施工 林業･木材産業成長産業化促進対策交付金○○道○○線起

点」 

       「事業実施主体○○○○」 

３ 事業実施主体の長は、２の(1)の規定により整備した施設等財産台帳を市町村



長に提出するものとする。 

    なお、市町村長が事業実施主体の場合は所長に提出するものとし、広域団体が

事業実施主体の場合は部長に提出するものとする。 

４ 前項の施設等財産台帳の提出を受けた市町村長は所長に提出するものとする。 

 

（交付金の返還） 

第 71 事業の実施に当たり、交付金の交付の条件に違反した場合または第 23、第

46 及び第 68 の処分等により必要が生じた場合は、交付を受けた交付金の全部又

は一部を返還しなければならない。 

２ 交付金の返還に伴う事務処理は別に定める手続きによる。 

 

（関係書類の整理） 

第 72 交付要綱第 12 条で規程する保存すべき書類は、別表２による。 

 

（環境負荷低減への取組） 

第 73 事業実施主体は、別紙様式８－１の「みどりチェック」チェックシート

（林業事業体向け）又は別紙様式８－２の「みどりチェック」チェックシート（そ

の他民間事業者・自治体等向け）を記入の上、交付要綱第３条の規定による交付申

請書及び交付要綱第９条の規定による実績報告書の添付資料として提出するものと

する。 

 

附 則  

１ この要領は、平成 18 年 8 月 17 日より施行し、平成 18 年度事業から適用する。 

 

２ 次に掲げる要領（以下、旧要領という。）は廃止する。 

  (1) 福島県木造公共施設整備事業事務取扱要領 

      （平成 17 年 5 月 24 日付け 17 森第 400 号） 

  (2) 福島県林業構造改善対策事業事務取扱要領 

       （平成 17 年 5 月 24 日付け 17 森第 402 号） 

 (3) 福島県特用林産振興対策事業事務取扱要領  

       （平成 17 年 5 月 24 日付け 17 森第 410 号） 

  (4) 福島県木質バイオマスエネルギー利用促進事業事務取扱要領 

       （平成 17 年 5 月 24 日付け 17 森第 439 号）  

 

３ この要領の施行日前に、旧要領に基づき手続きを行った平成 18 年度分事業に

ついてはこの要領に基づき手続きが行われたものとみなす。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 19 年 5 月 23 日より施行し、平成 19 年度事業から適用する。 



２ この要領の施行日前に、旧要領に基づき手続きを行った平成 19 年度分事業に

ついてはこの要領に基づき手続きが行われたものとみなす。 

附 則 

１ この要領は、平成 20 年 5 月 19 日より施行し、平成 20 年度事業から適用する。 

２ この要領の施行日前に、旧要領に基づき手続きを行った平成 20 年度分事業に

ついてはこの要領に基づき手続きが行われたものとみなす。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 21 年 4 月 1 日より施行し、平成 21 年度事業から適用する。 

２ この要領の施行日前に、旧要領に基づき手続きを行った平成 21 年度分事業に

ついてはこの要領に基づき手続きが行われたものとみなす。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 25 年 6 月 4 日より施行し、平成 25 年度事業から適用する。 

２ この要領の施行日前に、旧要領に基づき手続きを行った平成 25 年度分事業に

ついてはこの要領に基づき手続きが行われたものとみなす。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 29 年 4 月 10 日より施行し、平成 29 年度事業から適用する。 

２ この要領の施行日前に、旧要領に基づき手続きを行った平成 29 年度分事業に

ついてはこの要領に基づき手続きが行われたものとみなす。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 30 年 6 月 14 日より施行し、平成 30 年度事業から適用する。 

２ この要領の施行日前に、旧要領に基づき手続きを行った平成 30 年度分事業に

ついてはこの要領に基づき手続きが行われたものとみなす。 

 

附 則  

１ この要領は、平成 31 年 4 月 10 日より施行し、平成 31 年度事業から適用する。 

 

附 則  

１ この要領は、令和 2 年 4 月 23 日より施行し、令和２年度事業から適用する。 

 

附 則  

１ この要領は、令和 3 年 4 月 22 日より施行し、令和３年度事業から適用する。 

 

 附 則  

１ この要領は、令和４年４月 18 日より施行し、令和４年度事業から適用する。 

 



 附 則  

１ この要領は、令和５年４月 27 日より施行し、令和５年度事業から適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和７年５月９日より施行し、令和７年度事業から適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和８年５月１２日より施行し、令和８年度事業から適用する。 


